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一
般
質
問

一
般
質
問
・
高
齢
者
勲
章
・
陳
情
審
議
結
果

予
定
し
、
役
場
庁
舎
整
備
事
業
、

大
林
児
童
館
再
構
築
事
業
、
都

市
再
生
整
備
計
画
事
業
（
道
路

改
良
事
業
と
龍
神
の
杜
公
園
遊

歩
道
整
備
）
南
小
学
校
の
大
規

模
改
造
事
業
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
の
事
業
も
、
住
民
の

皆
さ
ん
の
安
全
安
心
、
環
境
改

善
、
利
便
性
の
向
上
に
つ
な
が

る
と
考
え
て
い
る
。

3
、
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
事
業
は
、

国
の
主
導
事
業
の
為
、
町
は
要

請
が
あ
れ
ば
協
力
す
る
と
い
う

ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。

町
長

4
、
今
年
度
重
点
政
策
は
、
役

場
庁
舎
の
整
備
・
大
林
児
童
館

の
整
備
・
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン

事
業
・
防
災
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル

の
作
成
、
そ
し
て
将
来
に
向
け

て
、
安
定
し
た
ご
み
処
理
の
新

ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
の
建
設
実

現
で
あ
る
。

五
味　

髙
明　

議
員

平
成
26
年
度
予
算
は
、
町

長
に
と
っ
て
任
期
最
後
の
総
仕

上
げ
予
算
で
あ
る
。
次
の
点
に

つ
い
て
問
う
。

1
、
平
成
26
年
度
予
算
の
骨
子

は2
、
新
規
事
業
は
何
事
業
あ
る

か
。
ま
た
、
そ
の
狙
い
目
と
期

待
効
果
は

3
、
継
続
事
業
の
中
で
、
課
題

と
な
っ
て
い
る
事
業
の
本
予
算

で
の
到
達
点
は

4
、
町
長
は
予
算
執
行
に
向
け
、

何
を
重
点
施
策
と
し
て
具
体
的

に
進
め
て
行
く
の
か

企
画
財
政
課
長

1
、
限
ら
れ
た
歳
入
予
算
を
計

上
す
る
中
、
義
務
的
経
費
の
ほ

か
、
都
市
再
生
整
備
計
画
事
業

等
普
通
建
設
事
業
や
福
祉
費
、

教
育
費
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
、

最
小
の
経
費
で
最
大
の
効
果
が

上
げ
ら
れ
る
よ
う
予
算
編
成
に

努
め
た
。

2
、
新
規
事
業
は
、
4
事
業
を

問

ア
ル
の
作
成
を
考
え
、
今
後
の

災
害
対
応
に
努
め
た
い
。

町
長

　

建
設
業
者
の
み
な
さ
ん
に
は

不
眠
不
休
に
近
い
働
き
を
し
て

も
ら
い
重
機
の
機
能
負
担
も
重

か
っ
た
。
町
民
の
自
助
・
公
助

に
つ
い
て
は
地
域
の
力
を
つ
け

る
為
に
隣
近
所
の
情
報
共
有
の

大
事
さ
を
実
感
し
た
。
助
け
合

い
が
地
域
力
を
強
く
し
今
後
の

ま
ち
づ
く
り
に
繋
が
る
。

教
育
長

　

大
雪
に
よ
る
共
同
除
雪
作
業

は
、
子
ど
も
達
に
と
り
学
び
の

場
で
あ
っ
た
。
家
族
の
一
員
と

し
て
の
役
割
実
感
、
絆
か
ら
他

へ
の
奉
仕
の
達
成
感
や
評
価
さ

れ
る
喜
び
な
ど
が
あ
っ
た
と
考

え
る
。

井
田　

理
恵　

議
員

1
、
業
務
上
に
お
い
て
そ
の
進

行
の
中
で
捉
え
た
課
題
と
、
問

題
事
項
は
な
に
か

2
、
自
助
、
共
助
、
公
助
に
つ

い
て
、
次
の
世
代
と
今
後
に
向

け
た
そ
の
役
割
に
つ
い
て
検
証

の
場
を

3
、
防
災
、
減
災
上
の
観
点
か

ら
迅
速
な
情
報
伝
達
と
適
正
な

意
志
決
定
が
求
め
ら
れ
る
。
国
、

県
と
の
連
携
力
強
化
に
向
け
た

方
策
は

総
務
課
長

　

大
雪
予
想
を
当
初
よ
り
立
て

災
害
対
策
本
部
を
立
ち
上
げ
た
。

地
域
防
災
計
画
に
基
づ
い
た
早

期
の
職
員
参
集
に
務
め
、
初
日

は
徒
歩
登
庁
な
ど
に
よ
り
4
分

の
3
の
職
員
で
の
対
応
と
な
っ

た
。

　

役
割
分
担
等
も
含
め
全
般
に

関
し
て
対
応
の
あ
り
方
が
課
題

と
な
っ
た
。

　

そ
れ
を
ふ
ま
え
た
新
マ
ニ
ュ

問

大
口
滞
納
者
の
一
部
は
、
県
と

合
同
徴
収
を
実
行
し
て
い
る
。

3
、
未
納
金
つ
い
て
は
、
納
付

期
限
後
20
日
以
内
に
督
促
状
や

催
告
書
を
送
付
し
、
納
付
相
談

等
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

不
履
行
が
生
じ
た
場
合
、
差
し

押
さ
え
な
ど
積
極
的
滞
納
処
分

を
行
っ
て
い
る
。
25
年
度
末
で

235
件
と
過
去
最
高
と
な
っ
た
。

　

後
処
理
は
、〝
不
納
欠
損
〞

と
な
り
、
24
年
度
決
算
の
一
般

会
計
で
4
千
4
万
円
、
国
保
で

2
千
265
万
円
で
あ
る
。

　

ま
た
、
時
効
は
法
律
上
5
年

で
あ
る
が
中
断
が
可
能
で
、
そ

う
し
た
事
務
努
力
も
継
続
す
る
。

　

納
税
義
務
が
果
た
さ
れ
な
い

こ
と
に
よ
る
重
大
さ
を
理
解
頂

き
た
い
。

茂
木　

勲　

議
員

町
が
徴
収
す
る
各
種
税
金

と
使
用
料
金
の
収
納
状
況
と
、

未
収
納
と
な
っ
た
処
理
は
ど
の

よ
う
に
行
っ
て
い
る
の
か
問
う
。

1
、
徴
収
方
法
は

2
、
未
納
金
の
処
理
は

3
、
時
効
の
年
数
と
後
処
理
は

税
務
課
長

1
、
現
況
で
税
全
般
の
徴
収
納

税
方
法
は
、
指
定
機
関
の
納
付

書
に
よ
る
現
金
納
付
と
口
座
振

替
の
二
つ
の
方
法
で
あ
る
。
町

で
は
安
全
確
実
な
振
替
を
推
奨

し
て
い
る
。
経
費
面
で
も
メ
リ

ッ
ト
が
あ
り
、
47
％
の
利
用
率

と
な
っ
て
い
る
。

　

利
便
上
コ
ン
ビ
ニ
収
納
も
検

討
し
た
が
1
件
60
円
の
手
数
料

と
高
額
の
た
め
現
在
は
実
行
し

な
い
。

2
、
未
納
者
に
対
し
て
、
督
促
、

催
告
の
文
書
に
よ
り
納
付
を
促

し
、
電
話
催
告
と
訪
問
徴
収
も

合
わ
せ
て
行
っ
て
い
る
。

　

納
税
相
談
の
環
境
づ
く
り
と
、

問

 新クリーンセンターの建設実現

平成26年度予算執行に向け、重点政策は

 災害対応の見直しと改善に努めたい

記録的大雪から何を学ぶか

 納税義務周知と徴収努力で

税金と使用料金の徴収は

高
齢
者
勲
章

元
町
議
会
議
員

 

堀
篭
達
雄
氏　
（
88
歳
）

新クリーンセンター建設予定地

　

元
町
議
会
議
員
と
し
て
、
地
方
自
治
の
発
展

に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
た
功
績
に
よ
り
、
満
88

歳
を
迎
え
、
平
成
26
年
4
月
1
日
付
け
で
、
旭

日
単
光
章
を
受
章
さ
れ
た
。

　

堀
篭
氏
は
、
昭
和
40
年
9
月
に
町
議
会
議
員

に
当
選
し
、
昭
和
51
年
9
月
ま
で
の
3
期
11
年

在
職
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
議
長
、
副
議
長
を
務

め
、
ま
た
昭
和
61
年
か
ら
3
年
7
カ
月
の
間
、

町
助
役
を
務
め
る
な
ど
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
、

町
の
発
展
に
寄
与
さ
れ
た
。
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